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議案第２０号 

 

 

 

飛騨市行政区等設置条例の一部を改正する条例について  

 

 

 

 飛騨市行政区等設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

 

 

 

令和４年２月２８日提出  

 

 

飛騨市長  都 竹  淳 也 

 

 

提案理由 

 行政区の設置に伴う改正  
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飛驒市行政区等設置条例の一部を改正する条例 

 

 

 

飛驒市行政区等設置条例（平成16年飛驒市条例第12号）の一部を次のように改正

する。 

 

 

 

 別表神岡振興事務所の部中北新地地区の項の次に次のように加える。 

 

                                                                

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

大津通地区 神岡町船津の一部 
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飛騨市行政区等設置条例新旧対照表              （傍線部分は改正部分） 

現 行 改正案 

本則・附則 略 

別表（第２条関係） 

本則・附則 略 

別表（第２条関係） 

所管する事務所名 区名 区域 

本庁の部～宮川振興事務所の部 略 

神岡振興事務所 本町通り地区 神岡町船津の一部 

 西里・大門地区 神岡町船津の一部 

 堀川町地区 神岡町船津の一部 

 北新地地区 神岡町船津の一部 

                

以下 略 
 

所管する事務所名 区名 区域 

本庁の部～宮川振興事務所の部 略 

神岡振興事務所 本町通り地区  神岡町船津の一部 

 西里・大門地区 神岡町船津の一部 

 堀川町地区 神岡町船津の一部 

 北新地地区 神岡町船津の一部  

 大津通地区 神岡町船津の一部 

以下 略 
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条例関係議案要旨 

議 案 名 飛騨市行政区等設置条例の一部を改正する条例について 

担 当 部 神岡振興事務所 

提 案 理 由 行政区の設置に伴う改正 

制 定 改 廃 

の 根 拠 等 

市独自の改正 

条 例 の 

概 要 

神岡町旧船津中央区内において、新たに行政区として「大津通地区」

を設置するため、当該条例に位置付けるもの。  （別表関係） 

【背景及び経緯】 

平成27年５月に行政区であった旧船津中央区が解散し、同区内は行政

区に属さない地域となっていた。しかし、市との連絡調整及び防災上の

必要性から、平成30年７月に同区内から本町通り地区、西里・大門地区、

堀川町地区、北新地地区がそれぞれ行政区として設置された。これらに

続き、地域との合意形成がなされたため、２町内会で構成される行政区

を新たに設置するもの。 

市 民 へ の 

影 響 等 

行政区設置により、市との連絡調整が円滑化されるとともに、災害発

生時等の情報共有並びに避難行動及び被災者支援等の対応について迅

速化することができる。 

（参考）大津通地区の規模 

仲町・緑町 全21世帯 42人（令和４年１月１日時点） 

施 行 日 令和４年４月１日 

備 考 （神岡町船津地内行政区位置図） 

 

 

 

 

 

 

 

 


